
 

『取引条件の改善、進みつつある 下請け中小企業―中企庁調査』 
 

 中小企業庁は、下請け等中小企業の取引条件の改善に向けた取り組みの浸透状況や事業者間の

取引状況を把握するために調査した結果を公表。平成２８年９月に策定・公表した「未来志向型の取引

慣行に向けて」の重点課題である「価格決定方法の適正化(一律○％減の原価低減を要請される等)」

や「支払い条件の改善」について、受注側事業者では「不合理な原価低減要請の改善」が１１．３％、「支

払い条件の改善」が５．８％あり、直近１年以内で改善が進みつつあることが確認された。「労務費等コス

トの価格への転嫁」については、受注側事業者では直近１年以内のコスト

変動分の価格転嫁について「おおむね」または「一部」反映できたとの回

答が労務費で５２．６％、原材料・仕入れ価格で６１．９％、エネルギー価格

で４５．１％だった。その他中小企業が直面している事項は「人手不足」に

ついて受発注事業者全体で半数以上の事業者（５４．１％）が「人手不足」

と回答。人手不足の影響については５割超が「売り上げ機会の逸失」(５６．

２%)、「残業時間の増大」(５２．１%)と回答した。「時間外労働の上限規制」に

ついては約１割（９．２%）が「対応は困難」と回答。理由については半数以上

が「人手不足である上に、採用も困難」(７７．７%)と答えた。 

 

 『過重労働による過労死防止へ １１月は過労死等防止啓発月間』 

 
 厚生労働省は例年、１１月１日から３０日までを「過労死等防止啓発月間」と定めており、この期間に

過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンを行っている。これは「過労死等防止対策推進

法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深め

るためのものだ。 

 過度な長時間労働は依然として行われている。同省でも定期的な監督指導を行っているが、それでも

なお過労死の発生は少なくない。同省は将来的には過労死をゼロにする目標を掲げており、２０２０年ま

でには週労働時間６０時間以上の雇用者の割合を５％以下にする、年次有給休暇の取得率を７０％以

上にすることなどを目指している。本キャンペーンの実施に先立ち、労使の主体的な取組みを促すほ

か、都道府県労働局長が長時間労働削減に向けて積極的な取組みを

行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し好事例を紹介する。また、長

時間にわたる過重な労働や若者の「使い捨て」が疑われる企業への重点

的な監督指導を行う予定だ。 

 １０月２７日にはフリーダイヤルによる全国一斉の過重労働解消相談ダ

イヤルが実施され、労働条件全般について都道府県労働局の担当官が

相談に対応する。 
 
      出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じ
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